
ワーク・ライフ・バランス推進協定書 
 

 

 

社会や企業が持続的に発展し、活力ある山形県としていく

ためには、将来を担う人材の育成、確保が不可欠であります。

そのため、子育てや介護などに携わる人々をはじめとして、

多様な働き方のニーズを持つ人材を積極的に活かし、登用し

ていくことが必要となっています。 

社団法人山形県経営者協会、日本労働組合総連合会山形県

連合会、山形労働局、山形県市長会、山形県町村会及び山形

県は、困難な状況に対応し、多様な人材を活かした生産性の

高い働き方を実現することにより、県民一人ひとりが充実し

た豊かな生活を送れるよう、「山形県ワーク・ライフ・バラン

ス憲章」が掲げる仕事と生活の調和のとれた社会の実現に向

けた取組みを、一体となって推進します。 

 

 

１ 労使は協調して、働く人の健康で豊かな生活の実現のた

め、長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進を図るな

ど、働き方の見直しを推進するとともに、誰もが仕事と子

育てや介護の両立など、個人の置かれた状況に応じた柔軟

な働き方が選択できる職場環境づくりに取り組みます。 

 

 

２ 国及び地方公共団体は、仕事と生活の調和のとれた社会

の実現に向けた県民の理解や合意形成を進めるため、広報

活動の充実を図ります。また、労使の取組みを支援するた

め、先進企業の事例などの情報提供や成果をあげている企

業の取組みの顕彰などを行うとともに、多様な働き方の実

現を支える社会的基盤の形成に取り組みます。 

 

 

３ 労使と国及び地方公共団体は、一人ひとりの自己啓発や



地域活動への参加を促進するため、地域情報などの共有や

発信を行うとともに、人々が参加しやすい環境整備を相互

に推進し、温かく活力溢れる地域社会づくりに取り組みま

す。 
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